


大規模修繕工事専門委員会運営細則


 （目的）
第１条　この細則は、プレシス本厚木コンフォートにおける大規模修繕工事の実施に際し、プレシス本厚木コンフォート管理規約第３５条に基づく理事会の諮問機関として必要な事項を定めることにより、大規模修繕工事を円滑かつ適正に執行することを目的とする。
２　前項の大規模修繕工事とは、「建物の全体又は複数の部位について行う大規模な計画修繕工事」を指す。
 
（名称）
第２条　前条の諮問機関は、プレシス本厚木コンフォート管理組合大規模修繕工事専門委員会（以下「委員会」という。）と称し、別に設置される他の委員会とはその業務範囲を区分するものとする。
 
（委員会の役割）
第３条　委員会は、理事会を補佐するため理事会の諮問機関として大規模修繕工事に関する事項について調査、検討し、答申するものとする。
 
（委員会の構成）
第４条　委員会は、３名以上７名以内の人数をもって構成する。
 
（委員の資格）
第５条　委員会の委員は、大規模修繕工事専門委員（以下「委員」という。）と称する。
２　理事は委員を兼務することができる。但し理事長及び監事は兼務することができない。
３　委員は、プレシス本厚木コンフォートに現に居住する組合員から、立候補、公募及び組合員からの推薦により理事長が理事会の決議を得て選任する。
 
（役員）
第６条　委員会に次の役員を置く。
一　委員長　１名
二　副委員長　１名
三　書記　１名
２　委員長は理事より理事会が選任し、副委員長及び書記は委員の互選により選任する。
 
（委員の任期）
第７条　委員の任期は、第５条第３項の理事長の選任を受けた日から第１９条に定める委員会解散の日までとする。
２　委員がその資格を失った時、または長期間出席できない事情等を理事会が認めたとき、
　　委員は退任となる。
 
（委員の誠実義務等）
第８条　委員は、組合員のため、誠実にその職務を遂行するものとする。
（委員への報酬等の支払い）
第９条　管理組合は、総会の決議を得て、委員会の運営に必要な経費及び報酬を委員へ支払うことができる。
 
（委員長）
第１０条　委員長は、委員会を代表し、その業務を統括する。
２　委員長は、理事会から諮問された事項の経過を随時理事会に報告しなければならない。
３　委員長は、諮問された事項が終了した場合は理事会に答申するものとする。また、理事長の指示により総会等において発表するものとする。
 
（副委員長）
第１１条　副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理し、委員長が欠けた時は新たに選任されるまでの間、その職務を行う。
 
（委員）
第１２条　委員は、委員会を構成し、委員会の定めるところに従い、委員会の業務を担当する。
２　書記は委員会の議事録及び第１８条の記録を作成し、起案する業務を担当する。
 
（委員会の招集）
第１３条　委員会は、委員長が必要の都度招集する。
２　委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
３　委員がやむを得ず出席できないときは、委員長あてに委任状を提出するものとする。
　　委任状は出席とみなす。
 
（委員会の議事）
第１４条　委員会の議事は、出席委員の過半数で決するものとする。
２　議事録は書記が作成、署名し、委員長及び出席委員１名以上が署名するものとする。
 
（諮問内容）
第１５条　委員会は、第１条の目的を達成するため、理事会からの諮問に基づき、大規模修繕工事実施の計画から工事完了に至るまでの次の各号を審議する。
　一　建物の調査・診断に関すること
二　工事範囲、工事仕様、工法、工事費及び見積り等の適否に関すること
三　工事発注方式、施工業者等の選定に関すること
四　工事内容について施工業者との打合せに関すること
五　工事竣工検査に関すること
六　その他理事会から諮問のあった事項に関すること
 
（外部専門家への委託）
第１６条　理事会は、前条各号の業務についてはその一部を総会決議を得て、設計事務所、建築士、マンション管理士等の外部専門家に委託することができる。
 （委員会運営費等）
第１７条　委員会の運営に要する費用は、管理費会計から支出する。
２　前条に要する委託費用は、総会決議を得て修繕積立金会計から支出することができる。
 
（決定事項の記録）
第１８条　委員長は、委員会等での決定事項を記録しなければならない。
２　記録には、決定した事項等を記載し委員長、副委員長及び書記が署名押印するものとする。
３　委員長は本記録を理事長に提出する。
 
（委員会の解散）
第１９条　理事長は大規模修繕工事に関する委員会の業務が完了したと認めたとき、又は、委員会から担当業務は完了した旨の申出がなされたとき、理事会の決議により委員会を解散するものとする。
 
（附則）
この細則は、２０２４年９月２９日から、効力を発する。



